
子育て家庭を支援する施策の展開　
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○児童扶養手当 （こども福祉課）
・ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給

○母子家庭等医療費給付制度 （保険医療課）
・ひとり親家庭等である方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合

に、医療保険における自己負担の一部を助成

○ハローワークにおける職業紹介等 （こども福祉課）
・就職支援ナビゲーター等による個別支援 等

○母子父子寡婦福祉資金貸付金 （こども福祉課）
・ひとり親家庭等の自立を促進するため子どもの就学等に必要な資金を貸付

施策展開

○悩み相談・支援 （こども福祉課）
・支援が必要なひとり親家庭の台帳を作成し、母子・父子自立支援員が、状況に応じて定期的に電話や訪問を実施し、必要な支援を行う。

○高等職業訓練促進給付金事業 （こども福祉課）
・看護師等の資格を取得するため、養成機関で修学する場合、修学期間中の

生活費の負担軽減のために給付金を支給

○高等職業訓練促進資金貸付事業 （こども福祉課）
・高等職業訓練促進給付金を受給する者に対して、入学準備金及び就職準備

金を貸付け。５年間就業を継続した場合、返還免除とする。

○自立支援教育訓練給付金事業 （こども福祉課）
・就業に結びつく可能性の高い講座または教育訓練講座を受講し、修了した

場合にその経費の一部を支給

🈟○ひとり親家庭の就業支援に関する事業 （こども福祉課）

・ひとり親家庭の親及びその子どもの学び直しを支援することで、より良い

条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていく。

○教育の支援＜子どもが教育を受ける機会を保障するような取組＞
・就学援助 （学校教育課）

・市内一部の中学校にスクールソーシャルワーカーを配置（青少年センター）

・４、５歳児保育料無償化・軽減 （幼保連携課） 等

○保護者に対する就労の支援
＜親など保護者の就労状況を安定させるような取組＞
・生活困窮者等への就労自立促進事業 （社会福祉課） 等
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🈟○子どもたちの自立に向けた事業 （こども福祉課）

・支援を行っている家庭の子どもたち（小学生）を対象に、長期休暇（夏休

み等）に簡単な料理を習得させるなど、基本的生活習慣を身につけさせる

ことにより、自立につなげる。また、家庭児童相談員等が学習支援を行う

とともに子どもたちの観察を行い、効果的な支援につなぐ。

○子育て応援ライフプラン事業 （こども福祉課）
・①妊娠届出時、②出産後、③１歳頃の計３回にわたって、子育てコンシェ

ルジュや保健師が全ての妊産婦や子育て家庭と面談し、妊娠期から子育て

期にわたるまでの切れ目のない支援を行う。

○３世代パパ育て事業 （総合企画課）
○Miraieこどもプラザ（児童館・子育て学習センター）カリキュラム

（総合企画課）
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【現状・課題】
・本市には、孤立しがちな子育て家庭（要保護児童家庭やひとり親家庭
等、支援が必要な子育て家庭）が約100世帯ある。

・その家庭は、経済的に厳しい状況に置かれていることが多い。また、育

児や教育に対する関心も低く、十分に手をかけられないことから、子ど
もには食事の習慣や学習意欲、学習習慣、将来への希望が育たず、結果

的に貧困の連鎖を引き起こすことになる。
・ひとり親家庭や共働き家庭等では、仕事と子育ての両立等から、子育て

に不安やストレスを抱えている家庭も多く、孤食や虐待につながる恐れ

がある。

【目指すべき姿】

・経済的に困窮している家庭で生まれ育った子どもの将来が、その環境に
左右されることのないよう、経済的な支援を十分に行き届ける。

・ひとり親家庭等への総合的な支援が充実し、母親や父親が継続的な就労

によって経済的に安定しており、安心して子育てができている。
・すべての子どもたちが未来への夢と希望を持ちながら、自立に向けて成

長する。
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